
沖縄県（港湾課、北部土木事務所）、本部町（本部港管理事務所）からのお知らせ 

本部港（ゴリラチョップ周辺海域）における 

クルーズ船寄港時の安全対策(遊泳等利用制限) 

本部港（本部地区）の周辺ダイビングスポット（通称「ゴリラチョップ」）において、クルーズ船の

入出港時における推進装置（スラスタ等）の使用に伴う放出流、吸入流により、同地区の港湾区域の水

域利用に影響が懸念されていることから、水域利用者の安全を確保するため、「本部港（本部地区）港

湾区域の利用に関する行政指導指針」を令和 6 年 4 月 1 日に制定し、港湾の適正な運営を図ることと

しております。 

水域利用者の皆様にあたっては、安全な水域利用に努めていただくとともに、現場で退避等の呼び

かけや指導があった場合には、呼びかけや指導に従っていただくようお願いいたします。 

 

○安全対策のため、遊泳等利用制限があるエリア 

○安全管理体制 

 

 

 

2024 年(令和６年) ８月 15 日（木） 
入港予定時刻：13 時 

利用制限：12:30 頃から着岸完了までの 30 分程度 

出港予定時刻：21 時 

利用制限：20:30 頃から沖防波堤通過後までの 40 分程度 
クルーズ船の入港時（30 分程度）と出港時（20 分程度）の操船作業の時間帯は、

安全対策のため、ゴリラチョップ周辺海域での遊泳等の水域利用はできません。 

遊泳等の水域利用を一時的に休止し、陸上等の制限エリア外に退避してください。 
※入出港時間や操船作業にかかる時間は、天候等の影響により変更となる場合があります

ので、当日は、現地での案内等を確認してください。 

本部港の寄港情報・安全対策

の情報はこちらから 


